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（別添） 

○ 措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について【新旧対照表】 

（変更点は下線部） 

改  正  後 現      行 

障 発 1 1 2 7 第 ７ 号  

令和５年 11 月 27 日 

一部改正障 発 0 3 2 6 第 2 号 

     令和８年３月 26 日 

 

 

  都道府県知事 

各          殿 

  指定都市市長 

                  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

                        （ 公 印 省 略 ） 

                        

 

措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置につい

て 

 

第１～第３ (略) 

第４ 医療保護入院者退院支援委員会の開催 

 １～５ (略) 

 ６ 審議結果 

 （１） (略) 

（２）病院の管理者（大学病院等においては、精神科診療部

門の責任者）は、委員会の審議状況を確認し、審議記録

に記名すること。また、審議状況に不十分な点がみられ

る場合には、適切な指導を行うこと。 

（３）～（５） (略) 

障 発 1 1 2 7 第 ７ 号  

令和５年 11 月 27 日 

 

 

 

 

  都道府県知事 

各          殿 

  指定都市市長 

                  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

                        

 

措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置につい

て 

 

第１～第３ (略) 

第４ 医療保護入院者退院支援委員会の開催 

 １～５ (略) 

 ６ 審議結果 

 （１） (略) 

（２）病院の管理者（大学病院等においては、精神科診療部

門の責任者）は、委員会の審議状況を確認し、審議記録

に署名すること。また、審議状況に不十分な点がみられ

る場合には、適切な指導を行うこと。 

（３）～（５） (略) 
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 ７ (略) 

第５ (略) 

 

別添様式１ (略) 

 

別添様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ (略) 

第５ (略) 

 

別添様式１ (略) 

 

別添様式２ 

 

 

 

  


